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議案第７４号 手数料条例の新旧対照表 １ 

 



新旧対照表 

○議案第７４号 手数料条例の一部を改正する条例

新 旧 

手数料条例 手数料条例 

昭和31年３月27日 

条例第２号 

昭和31年３月27日 

条例第２号 

別表第１（第２条） 別表第１（第２条） 

事務の種類 単位 金額 事務の種類 単位 金額 

略 1件につき 300円 

（木更津市住民

基本台帳カード

の利用に関する

条例（平成23年

木更津市条例第

19号）第２条に

規定する多機能

端末機（以下「 

多機能端末機」

という。）によ

り交付する場合

にあつては、100

円） 

略 1件につき 300円 

（木更津市住民

基本台帳カード

の利用に関する

条例（平成23年

木更津市条例第

19号）第２条に

規定する多機能

端末機（以下「 

多機能端末機」

という。）によ

り交付する場合

にあつては、100

円） 

住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第12

条第１項又は第12条の３第１項、第２項若し

くは第８項に規定する住民票の写し又は住民

票記載事項証明書、同法第15条の４第１項、

第３項、第４項又は第５項において読み替え

て準用する同法第12条の３第８項に規定する

除票の写し又は除票記載事項証明書、同法第

20条第１項、第３項又は第４項に規定する戸

籍の附票の写し及び同法第21条の３第１項、

第３項又は第４項に規定する戸籍の附票の除

票の写しの交付 

 住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第12

条第１項に規定する住民票の写し（同法第６

条第３項の規定により磁気ディスクをもつて

住民票を調製している場合にあつては、当該

住民票に記録されている事項を記載した書類 

）及び同法第20条第１項に規定する戸籍の附

票の写し（同法第16条第２項の規定により磁

気ディスクをもつて戸籍の附票を調製してい

る場合にあつては、当該戸籍の附票に記録さ

れている事項を記載した書類）についての証

明 
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